
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
三

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
〇

○
平
成
二
十
一
年
度
二
級
建
築
士
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
〇

そ
　
の
　
他

○
第
三
十
八
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
一

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備

部
砂
防
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
（
峡
北
支
所
を
除
く
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

甲
府
市

朝
日

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

役
場
前
・
佐
久
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

松
本

急
傾
斜
地
の
崩
壊

諏
訪
腰
・
諏
訪
腰
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

心
経
寺
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

心
経
寺
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

心
経
寺
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

前
田
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

松
本
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

居
村
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

居
村
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

心
経
寺
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

七
覚
上
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

七
覚
上
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

七
覚
上
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
宿
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

諏
訪
腰
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

井
野

急
傾
斜
地
の
崩
壊

井
野
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

新
井

急
傾
斜
地
の
崩
壊

飯
田
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
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公
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月
二
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号

月　曜　日



飯
田
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
平
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
平
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
川
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
川
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

本
郷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
川
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

入
野

急
傾
斜
地
の
崩
壊

本
郷
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

戻
新
井
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

本
郷
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
川
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

本
郷
Ⅲ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

女
沢

土
石
流

横
手
川

土
石
流

心
経
寺
川

土
石
流

草
里
川

土
石
流

不
動
河
原
川

土
石
流

滝
戸
川

土
石
流

中
畑
西
川

土
石
流

牛
の
田
上
川

土
石
流

宮
沢
川

土
石
流

古
宿
川

土
石
流

山
の
神
川

土
石
流

七
覚
川

土
石
流

田
園
川
│
１

土
石
流

田
園
川
│
２

土
石
流

田
園
川
│
３

土
石
流

七
覚
西
川
│
１

土
石
流

七
覚
西
川
│
２

土
石
流

七
覚
西
川
│
３

土
石
流

洞
西
川

土
石
流

岩
窪
沢

土
石
流

西
ノ
沢
の
２

土
石
流

女
沢
の
２

土
石
流

別
所
川

土
石
流

宮
沢

土
石
流

井
野
川

土
石
流

山
梨
県
公
報
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九
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七
号
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一
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日
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四



若
宮
川

土
石
流

飯
田
沢

土
石
流

御
庵
沢

土
石
流

寺
川
の
１

土
石
流

鰍
つ
く
り
の
沢

土
石
流

寺
川

土
石
流

横
沢

土
石
流

白
沢

土
石
流

大
沢
│
１

土
石
流

大
沢
│
２

土
石
流

熊
穴
沢
川

土
石
流

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

甲
府
市

朝
日

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

役
場
前
・
佐
久
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

松
本

急
傾
斜
地
の
崩
壊

諏
訪
腰
・
諏
訪
腰
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

心
経
寺
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

心
経
寺
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

前
田
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

松
本
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

居
村
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

心
経
寺
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

七
覚
上
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

七
覚
上
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

七
覚
上
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
宿
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

諏
訪
腰
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

井
野

急
傾
斜
地
の
崩
壊

井
野
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

新
井

急
傾
斜
地
の
崩
壊

飯
田
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

飯
田
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
平
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
平
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
川
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
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千
九
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二
日

一
一
五



平
川
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

本
郷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
川
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

入
野

急
傾
斜
地
の
崩
壊

本
郷
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

戻
新
井
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

本
郷
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
川
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

本
郷
Ⅲ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

女
沢

土
石
流

横
手
川

土
石
流

心
経
寺
川

土
石
流

牛
の
田
上
川

土
石
流

田
園
川
│
１

土
石
流

田
園
川
│
２

土
石
流

田
園
川
│
３

土
石
流

七
覚
西
川
│
１

土
石
流

七
覚
西
川
│
２

土
石
流

七
覚
西
川
│
３

土
石
流

洞
西
川

土
石
流

岩
窪
沢

土
石
流

西
ノ
沢
の
２

土
石
流

女
沢
の
２

土
石
流

別
所
川

土
石
流

宮
沢

土
石
流

若
宮
川

土
石
流

御
庵
沢

土
石
流

寺
川
の
１

土
石
流

鰍
つ
く
り
の
沢

土
石
流

横
沢

土
石
流

白
沢

土
石
流

大
沢
│
１

土
石
流

大
沢
│
２

土
石
流

熊
穴
沢
川

土
石
流

山
梨
県
告
示
第
五
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備

部
砂
防
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
二
十
七
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
日

一
一
六



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

韮
崎
市

山
本

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

山
本
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

折
居
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

折
居
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

折
居
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

折
居
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

青
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

水
上

急
傾
斜
地
の
崩
壊

水
上
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

御
堂
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

御
堂
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
船
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
船
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
船
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

旭
団
地
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

竹
の
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
條
東
割

急
傾
斜
地
の
崩
壊

坂
の
上

急
傾
斜
地
の
崩
壊

坂
の
上
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

腰
道

急
傾
斜
地
の
崩
壊

腰
道
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

篭
沢

土
石
流

寺
沢
川

土
石
流

寺
沢
川
の
１

土
石
流

下
円
井
沢
の
１

土
石
流

下
円
井
沢
の
２
│
１

土
石
流

下
円
井
沢
の
２
│
２

土
石
流

戸
沢

土
石
流

入
戸
野
沢
│
１

土
石
流

入
戸
野
沢
│
２

土
石
流

小
石
沢
川

土
石
流

唐
沢
川

土
石
流

清
明
沢
│
１

土
石
流

北
沢

土
石
流

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
二
十
七
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
日

一
一
七



南
沢

土
石
流

桐
沢
川
│
１

土
石
流

老
別
当

土
石
流

老
別
当
の
１

土
石
流

常
光
寺
沢

土
石
流

矢
口
沢

土
石
流

矢
口
沢
の
１

土
石
流

樋
口
沢

土
石
流

大
洞
沢

土
石
流

八
幡
沢
川

土
石
流

白
沢
北
沢

土
石
流

北
沢
南
沢

土
石
流

甘
利
沢
川
│
１

土
石
流

甘
利
沢
川
│
２

土
石
流

甘
利
沢
川
│
３

土
石
流

御
坊
沢
川

土
石
流

大
門
沢
川
│
１

土
石
流

大
門
沢
川
│
２

土
石
流

大
門
沢
川
│
３

土
石
流

倉
の
沢

土
石
流

高
森
沢
│
１

土
石
流

高
森
沢
│
２

土
石
流

高
森
沢
の
１

土
石
流

中
尾
沢
の
１

土
石
流

湯
船
沢
の
１

土
石
流

湯
船
沢
の
２
│
１

土
石
流

湯
船
沢
の
２
│
２

土
石
流

湯
船
沢
の
２
│
３

土
石
流

西
の
沢

土
石
流

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

韮
崎
市

山
本

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

山
本
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

折
居
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

折
居
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

折
居
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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折
居
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

青
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

水
上

急
傾
斜
地
の
崩
壊

水
上
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

御
堂
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

御
堂
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
船
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
船
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
船
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

旭
団
地
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

竹
の
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
條
東
割

急
傾
斜
地
の
崩
壊

坂
の
上

急
傾
斜
地
の
崩
壊

坂
の
上
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

腰
道

急
傾
斜
地
の
崩
壊

腰
道
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

篭
沢

土
石
流

寺
沢
川

土
石
流

寺
沢
川
の
１

土
石
流

下
円
井
沢
の
１

土
石
流

下
円
井
沢
の
２
│
２

土
石
流

入
戸
野
沢
│
２

土
石
流

小
石
沢
川

土
石
流

南
沢

土
石
流

老
別
当
の
１

土
石
流

矢
口
沢

土
石
流

矢
口
沢
の
１

土
石
流

大
洞
沢

土
石
流

白
沢
北
沢

土
石
流

甘
利
沢
川
│
１

土
石
流

甘
利
沢
川
│
２

土
石
流

甘
利
沢
川
│
３

土
石
流

御
坊
沢
川

土
石
流

大
門
沢
川
│
２

土
石
流

高
森
沢
│
１

土
石
流

高
森
沢
│
２

土
石
流

高
森
沢
の
１

土
石
流

中
尾
沢
の
１

土
石
流
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湯
船
沢
の
１

土
石
流

湯
船
沢
の
２
│
１

土
石
流

湯
船
沢
の
２
│
３

土
石
流

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
二
月
十
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
富
士
北
麓
ま
ち
づ
く
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
法
村
香
音
子

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
富
士
吉
田
市

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
法
人
は
、
富
士
北
麓
地
域
全
体
に
対
し
て
、
国
際
交
流
都
市
と
し
て
の
機
能
及
び
知
名
度
を

高
め
る
事
業
を
促
進
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
で
地
域
経
済
の
活
性
化
を
促
す
と
と
も
に
、
真
の
グ

ロ
ー
バ
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
を
図
り
、
心
豊
か
な
国
際
共
生
社
会
の
創
造
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
一
年
二
月
十
九
日
か
ら
同
年
四
月
十
八
日
ま
で

'

平
成
二
十
一
年
二
級
建
築
士
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
二
級

建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務

は
、
同
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
財
団
法
人
建
築
技

術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）
に
行
わ
せ
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
試
験
日
時

１
　
学
科
の
試
験

二
級
建
築
士
　
平
成
二
十
一
年
七
月
五
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

木
造
建
築
士
　
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
六
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

２
　
設
計
製
図
の
試
験

二
級
建
築
士
　
平
成
二
十
一
年
九
月
十
三
日
（
日
）
午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

木
造
建
築
士
　
平
成
二
十
一
年
十
月
十
一
日
（
日
）
午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二
　
試
験
場
所

甲
府
市
酒
折
二
丁
目
四
番
五
号
　
山
梨
学
院
大
学

三
　
受
験
申
込
手
続

１
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
以
降
に
二
級
建
築
士
試
験

又
は
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
試
験
の
申
込
み
に
必
要
な
個
人
情
報

の
使
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
試
験
の
申
込
み

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（一）

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

a

期
間
　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
（
水
）
か
ら
同
月
七
日
（
火
）
ま
で

s

時
間
　
受
付
開
始
日
の
午
前
十
時
か
ら
受
付
終
了
日
の
午
後
四
時
ま
で

（二）

受
験
申
込
方
法

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.jaeic.jp/

）
に
お
い
て
必
要
な
事
項
を
入
力
し
申

し
込
む
こ
と
。

２
　
受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
み

（一）

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

a

期
間
　
平
成
二
十
一
年
四
月
十
三
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
金
）
ま
で

s

時
間
　
a
の
期
間
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
日
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

（二）

受
験
申
込
書
の
請
求
先

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
四
番
十
九
号
　
山
梨
県
建
設
会
館
四
階
　
社
団
法
人
山
梨
県
建
築

士
会
（
以
下
「
建
築
士
会
」
と
い
う
。）
の
事
務
所

（三）

受
験
申
込
書
の
提
出
先

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
四
番
十
九
号
　
山
梨
県
建
設
会
館
五
階
ホ
ー
ル

受
験
申
込
書
の
提
出
は
、
受
験
者
本
人
が
直
接
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

四
　
合
格
者
の
発
表

平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
日
（
木
）
を
予
定
し
て
い
る
。
な
お
、
学
科
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
二
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級
建
築
士
試
験
は
同
年
八
月
二
十
五
日
（
火
）、
木
造
建
築
士
試
験
は
同
年
九
月
八
日
（
火
）
を
予

定
し
て
い
る
。

五
　
そ
の
他

設
計
製
図
の
課
題
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
十
日
（
水
）
か
ら
セ
ン
タ
ー
の
各
支
部
及
び
建
築
士

会
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
学
科
の
試
験
当
日
に
、
試
験
場
に
掲
示
す
る
。

そ
　
の
　
他

'

第
三
十
八
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
第
三
十
八
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
の
使
用
者
委
員
及
び
労
働
者
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
推
薦
資
格
を
有
す
る
も
の
及
び
そ
の
推
薦
方
法

１
　
使
用
者
団
体

（一）

使
用
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
し
得
る
資
格
を
有
す
る
使
用
者
団
体
は
、
山
梨
県
の
区
域
内
の
　

み
に
組
織
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（二）

（一）
の
使
用
者
団
体
は
、
書
面
に
よ
り
候
補
者
を
推
薦
す
る
こ
と
。

２
　
労
働
組
合

（一）

労
働
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
し
得
る
資
格
を
有
す
る
労
働
組
合
は
、
山
梨
県
の
区
域
内
の
み

に
組
織
を
有
し
、
か
つ
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
及
び

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（二）

（一）
の
労
働
組
合
は
、
書
面
に
よ
り
候
補
者
を
推
薦
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
書
面
に
そ
の
労
働
組
合
が
（一）
の
規
定
に
適
合
す
る
旨
の
山
梨
県
労
働
委
員
会
の
資
格
証
明
書

を
添
付
す
る
こ
と
。

二
　
被
推
薦
者
の
資
格
制
限
等

１
　
被
推
薦
者
が
労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
委
員
と
な

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
公
務
員
で
あ
る
被
推
薦
者
が
委
員
に
就
任
す
る
場
合
に
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
一
条
及
び
第
百
四
条
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
）
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
。

三
　
推
薦
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
（
水
）
か
ら
同
年
四
月
三
十
日
（
木
）
ま
で

四
　
推
薦
書
の
提
出
場
所

山
梨
県
商
工
労
働
部
労
政
雇
用
課
（
郵
便
番
号
四
〇
〇
│
八
五
〇
一
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六

番
一
号
）
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梨
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目
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番
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号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番
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